
 1 / 2 

 

 

2023 年 10月  

株式会社 滋賀銀行 

ジュニア NISA 制度改正について 

現在開設いただいているジュニア NISA 制度は制度改正にて、新規口座開設および新規購入(投信積立契約を含

みます)は終了いたします。 

また、同時にジュニア NISA の制限が緩和されます。制度改正の詳細は下記のとおりになりますのでご確認いただきま

すようお願いします。 

 

 

●お手続きについて 

◆制度改正に伴うお手続きは不要です。 

◆ただし、裏面記載の＜ジュニアNISA をご利用いただく上でのご留意事項＞にご注意ください。 

滋賀銀行でジュニアNISA口座をお持ちのお客さまへ 重要なお知らせです。 
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<ジュニアNISAをご利用いただく上でのご留意事項>――――――――――――――――――――――― 

【制度改正について】 

■新規購入の受付期間は 2023年 12月 29日までとさせていただきます。ただし、非課税口座で購入可能とする

には購入受渡日を 2023年内とする必要がございます。 

■投信積立をご契約のお客さまのうち、2024 年 1 月 1 日時点で 18 歳未満であるお客さまの投信積立契約は

一律、2023年12月を最終振替日として停止させていただきます。投信積立の引落日が2023年内であっても、

投信購入受渡日が 2024年をまたぐ場合、課税で買付されます。 

■投信積立をご契約のお客さまのうち、2024 年 1 月 1 日時点で 18 歳以上のお客さまは自動的に新 NISA 口

座で積立契約が継続されます。ただし、ジュニア NISA で投信積立契約を結ばれているファンドが新NISA におけ

る成長投資枠対象外ファンドの場合は 2024年 1月以降の積立契約は課税口座で継続されます。 

【ジュニア NISA 概要について】 

■非課税口座（継続管理勘定）と特定口座や一般口座との損益通算はできません。 

   ■非課税口座（継続管理勘定）で一度売却すると、その非課税投資枠の再利用はできません。 

   ■元本払戻金（特別分配金）については、制度上の非課税メリットを受けられません。 

■非課税口座（継続管理勘定）で運用する資金は口座開設者本人の資金であり、本人以外の資金により投

資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となる恐れがあります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

●お問合せについて 

お取引店の窓口へご連絡ください。 

（窓口）午前９時～午後 3時、（電話) 午前９時～午後 5時、（休業日）土日祝 

 

 

 

 

 

 

以上  

お取引店の 

電話番号はこちらから 


